
 

 

 

第１１７号議案 

   積立金等返還請求調停に関する和解について 

 上記の議案を提出する。 

  令和３年１２月１日 

            提出者 足立区長  近 藤 弥 生 

 

   積立金等返還請求調停に関する和解について 

 積立金等返還請求調停について、下記により和解する。 

             記  

１ 相手方 

千葉県流山市おおたかの森東四丁目９９番地の４  

  社会福祉法人高砂福祉会 

  理事長 篠塚 弘子 

２ 和解の要旨 

（１）相手方が保有する足立区立東保木間保育園の指定管理に係る平成

２０年度から令和２年度までの積立金の合計額が次の金額であるこ

とを確認する。 

  金５６，５９４，３４５円 

（２）上記（１）の積立金について、区への返還義務がないことを確認

する。 

 

（提案理由） 

積立金等返還請求調停に関する和解について、地方自治法第９６条

第１項第１２号の規定に基づき、区議会の議決を得る必要があるので、

この案を提出いたします。 


